
■継承会議のススメ■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 270号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：まつむら塾のご案内 

 

毎週土曜日、笑恵館で開催してきた「地主の学校」をひとまず終了し、「まつむら塾」に専念することにしまし

た。 

テーマはずばり、「ローカルビジネスの起業」です。 

ローカルビジネスとは「特定の地域を、永久に輝かせるビジネス」のこと。 

僕がやりたいことは、そんなビジネスを生み出すお手伝いです。 

 

世界がこれほど素晴らしいのは、誰もが上手にお金を儲けたからでしょうか？ 

僕は逆だと思います。 

素晴らしい地域がたくさんできて、素晴らしい世界ができたから、お金を儲けることもできたんです。 

世間では、素晴らしい世界を利用してお金を儲ける方法を考え出すことを起業と呼ぶようです。 

でもまつむら塾では、小さくても素晴らしい地域を自分で作ることを「起業」と呼びます。 

一軒のお店でも、一棟のビルでも、そこを小さな地域と見立て、素敵な国づくりに取り組む領主や王様を、僕は

育てたいと思います。 

そうすることで世界を創ることが、僕の野望だからです。 

 

毎週土曜日は、笑恵館で作業すると決めているので、朝 9時から夕方 5時の間なら、いつでも松村塾を開催しま

す。 

ちなみに上記以外の時間なら、どこへでも出かけて出張開催いたします。 

初回は無料、あとはその時ご相談。 

あなたのお問い合わせをお待ちしています。 

 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：継承会議のススメ 

 

相続と継承の違いをご存じか。 

法律に定める相続のやり方は、継承に失敗した時の最終手段のこと。 

そもそも法律とは、最低、最悪の場合を想定して作られる。 

人はいつ死ぬかわからないし、常に死に備えるのも難しい。 

だから、いつどんな状況で亡くなっても、財産の引継ぎ方を定めておくことは必要なことだと思う。 

だが、法律が定めるやり方は素晴らしいわけでも、正しいわけでもない。 

関係者の合意があれば、どのような引継ぎ方でも構わないのに、そのことが忘れられていることこそが問題だ。 

・ 

そしてさらに問題なのは土地の相続だ。 

そもそも土地が、自由に売買できる個人財産となったのは、1873年の地租改正以後のこと。 

1905年に相続税法が制定され、土地も相続の対象となってから、まだ 100年少々しか経ってない。 

それまでの数千年の間、人間は土地を相続せずに継承してきた。 

そもそも不動産とは、動かずにいつまでもそこにあり続ける永久の財産のこと。 

ところが今や、不動産を永久の財産として活用する人はほとんどいない。 

・ 

だが、古いことには価値があり、多くの人たちがその恩恵を被ってきた。 

土地や建物は決して安い買い物ではないが、その価格はその不動産から得られる収益とのバランスで成立してい

る。 

したがって、その取得費用を借金で賄ったとしても、その返済が終わった後は不動産が生み出す収益が富や豊か

さをもたらしてくれるはず。 

不動産が社会ストックと呼ばれるのはまさにそのためだ。 

・ 

ところが今、日本では空き家という余剰ストックがあふれている。 

それなのに、新規の不動産投資はますます盛んで、余剰ストックが増え続けている。 

一方で、高額な家賃を負担できずに困っている人がたくさんいる。 

災害が発生すれば、未返済ローンを抱えた債務者を救済する仮設住宅が建てられる。 

今回の新型ウィルスによるパンデミックは、賃料を負担できない事業破たんが続出する。 

不動産ストックの蓄積が活用されずに、社会の存続を脅かしている。 

・ 

僕は今、笑恵館（しょうけいかん）という施設の運営に携わっている。 

この事業は、所有者 Tさんからの相談で始まった。 

最期まで楽しく暮らせる家にしたい、そしてそれが実現するのなら、自分が死んでも娘たちに相続せず、地域の

施設としてやり続けて欲しい。 

どこにも事例が無く、誰に相談すればいいのかわからないので、自分でやることを決意したという Tさんの考え

方は、起業支援に取り組む僕にとって当然のことだった。 

だが僕は、何でもできる土地所有者自身からの相談だった上に、その死後を託されたことに、自分の耳を疑った。 

そこで僕は、本気で取り組むことで、Tさんの真意を確かめようと考えた。 

・ 



考えたプランはシンプルだ。 

施設運営を行なう法人を公益法人にして、Tさんが土地建物を寄付する作戦で事業に着手した。 

2012年に一般社団法人を立ち上げて賛同者に呼び掛けて、2013年には笑恵館クラブを設立。 

2014年には笑恵館を開業し、2015年に公益申請を提出した。 

公益申請の目的は、Tさんの「このままやり続けて欲しい」という願いを叶えるため、土地の寄付にかかる譲渡

所得税の免税だ。 

ところが、この免税措置はあくまで税務署長の判断によるもので、公益法人となることはその必要条件に過ぎな

い。 

結局公益申請は取り下げて、一般社団法人のままこの事業をやり続ける模索が始まった。 

・ 

こうして僕は様々なケースを検討するうちに、相続と継承の関係に気が付いた。 

不動産を所有する多くの人が、相続を継承の方法と思い込み、相続以外の方法を考えようともしない。 

自分の死後、子どもたちを縛りたくないという思いなのだろうが、願いを伝えることと縛ることは違うこと。 

願いを伝えた上で、それにどう応えるかを縛らなければいいはずだ。 

そもそも財産を残すかどうかを決めるのは所有者のやることだし、条件付きで財産を残すのは当然のことだろう。 

昔の領主が、長男に家督を継がせたのは、一刻も早く財産を継承した上で、隠居として後継者を育てるためだっ

た。 

・ 

だから、死後の財産を継いで欲しい人・承けたい人の、どちらからでも構わない。 

一刻も早く継承会議を開くことを、僕は提案したい。 

相続でない継承とは、財産を事業に変換することだ。 

継ぐ側と承ける側が、互いの夢を語り合い共に未来を作る起業を、僕は手伝いたい。 

 

 

http://nanoni.co.jp/20200624/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い 

ぼちぼち面談を再開しますが、もちろんリモート面談も歓迎です。 

凡例 ■リモート、２ｍ面談など歓迎：方法をご提案ください 

○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）06/29 ■◎作業日 10-21時（自宅） 

（火）06/30 ■◎作業日 10-21時（自宅） 

   12-13時 △LRA会議（リモート） 



（水）07/01 ■◎作業日 10-21時（自宅） 

（木）07/02 ■◎作業日 10-21時（自宅） 

（金）07/03 ■◎作業日 10-21時（自宅） 

   19-21時 △LRA会議（横浜） 

（土）07/04 ■〇作業日 09-17時（笑恵館） 

 09-17時 ■★まつむら塾（笑恵館） 

（日）07/05 ■◎休業日 17-21時（自宅） 

 

■その後の予定 

07/09 16-17時 ■★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

07/09 17-19時 ■★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

07/10 19-21時 ■カプラー起業交流会（三茶） 

07/11 10-17時 ■○まつむら塾（笑恵館） 

07/16 10-20時 ■★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

07/18 10-12時 ■○まつむら塾（笑恵館） 

07/25 10-17時 ■○まつむら塾（笑恵館） 

07/26 10-14時 ★名栗の森オーナーシップクラブ７月例会（飯能） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


